
鹿児島市就学前教育・保育施設整備交付金施設整備費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、安心して子どもを育てることができる体制の整備を促進するため、本市

が定める市町村整備計画等に基づき社会福祉法人等が行う就学前教育・保育施設整備事業（

以下「補助事業」という。）に要する経費について、当該社会福祉法人等に対し、予算の範

囲内において補助金を交付するについて、鹿児島市補助金等交付規則（平成９年規則第１０

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の交付対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は、こども家庭庁の就学前教育・保育施設整備交付金要綱（以下

「交付金要綱」という。）により本市がこども家庭庁から就学前教育・保育施設整備交付金

の交付決定又は内示を受けた社会福祉法人等とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する団体等は補助金の交付対象者としない。 

(1) 鹿児島市暴力団排除条例（平成２６年条例第４号）第２条第１号に規定する暴力団 

(2) 役員等が鹿児島市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員であるなど、暴力団

又は暴力団員が、その経営を実質的に支配している法人等 

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している法人等 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提

供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の運営に協力し、又は関与して

いる法人等 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 

(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれら

を利用している法人等 

(7) 前各号のいずれかに該当する団体等であることを知りながら当該団体等と取引をしてい

る団体等 

（補助金の交付対象施設、補助率等） 

第３条 補助金の交付対象施設及び補助率については、別表のとおりとし、補助金の基準額、

対象経費その他の算定方法については、交付金要綱に定めるところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、別に補助金の金額等を

決定することができる。 

（補助金の交付の申請） 

第４条 規則第４条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、鹿児島市就学前

教育・保育施設整備交付金施設整備費補助金交付申請書（様式第１。以下「交付申請書」と

いう。）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

(1) 交付申請一覧表（様式第２） 



(2) 申請額（変更）算出内訳書（様式第３） 

(3) 事業（変更）計画書（様式第４） 

(4) 歳入歳出予算（見込）書抄本 

(5) 暴力団排除に関する誓約・同意書 

(6) その他市長が必要と認める書類 

２ 交付申請書の提出期限は市長が指定する日とし、その提出部数は２部とする。 

（補助金の交付の条件） 

第５条 規則第６条第４項に規定する条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が確定した場合、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告

書（様式第５）により速やかに市長に報告しなければならないこと。ただし、補助事業者

等が全国的に事業を展開する組織の１支部（支社、支所等を含む。）であって、自ら消費

税及び地方消費税の申告を行わず、本部（本社、本所等を含む。以下同じ。）で消費税及

び地方消費税の申告を行っている場合、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を

行うこと。 

(2) 前号の規定により市長に報告があった場合、当該仕入控除税額の全部又は一部を本市に

納付させることがあること。 

(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合、補助金の全部又は一

部を本市に納付させることがあること。 

(4) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、共同募金会に対して

なされた指定寄付金を除き、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。 

(5) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、

契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。 

(6) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど本市が行う

契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。 

(7) その他規則及びこの要綱に規定する補助事業者等に係る事項を遵守すること。 

(8) 第２号及び第３号を除く前各号の条件に違反した場合、補助金の全部又は一部を本市に

納付させることがあること。 

（補助事業の内容等の変更） 

第６条 規則第６条第１項第１号の規定により市長の承認を受けるべき補助事業の内容等の変

更事由は、次に定めるとおりとする。 

(1) 補助事業に要する経費の配分で３０パーセントを超える増減 

(2) 補助事業の内容等の変更で、実施箇所、建物の規模又は構造（施設の機能を著しく変更

しない程度の軽微な変更を除く。）、建物等の用途、利用定員及び工法等に係る変更 

２ 前項に該当することとなった場合において、規則第６条第２項の規定による補助事業の内



容等の変更承認申請を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める書類を

添付しなければならない。 

(1) 補助金の額に変更が生じないとき。 

ア 変更後の事業（変更）計画書（様式第４） 

イ 変更後の歳入歳出予算（見込）書抄本 

(2) 補助金の額に変更が生じるとき。 

ア 変更後の申請額（変更）算出内訳書（様式第３） 

イ 変更後の事業（変更）計画書（様式第４） 

ウ 変更後の歳入歳出予算（見込）書抄本 

３ 市長は、前項の規定による補助事業の内容等の変更を承認する場合においては、当該申請

に係る変更により補助金の額に変更が生じないときにあっては鹿児島市就学前教育・保育施

設整備交付金施設整備費補助金事業変更承認通知書（様式第６）により、補助金の額に変更

が生じるときにあっては鹿児島市就学前教育・保育施設整備交付金施設整備費補助金交付変

更決定通知書（様式第７）により補助事業者等に通知するものとする。 

４ 前条の規定は、前項の規定による補助金の交付変更決定について準用する。 

（状況報告） 

第７条 規則第１２条の規定による状況報告は、次に定めるところにより行うものとする。 

(1) 施設の整備に係る工事に着工したときは、鹿児島市就学前教育・保育施設整備交付金施

設整備費補助金工事着工報告書（様式第８）により、工事に着工した日から１０日以内に

市長に報告する。 

(2) 工事進捗状況については、鹿児島市就学前教育・保育施設整備交付金施設整備費補助金

工事進捗状況報告書（様式第９）により毎年１２月末日現在の状況を翌月の１０日までに

市長に報告する。 

（実績報告） 

第８条 補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。）は、規則第

１４条の規定により鹿児島市就学前教育・保育施設整備交付金施設整備費補助金実績報告書

（様式第１０。以下「実績報告書」という。）に次の書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

(1) 精算額一覧表（様式第１１） 

(2) 精算額内訳書（様式第１２） 

(3) 報告書（様式第１３） 

(4) 歳入歳出決算（見込）書抄本 

(5) その他市長が必要と認める書類 

２ 実績報告書の提出は、補助事業の完了の日（補助事業を廃止したときは、その承認を受け

た日）の翌日から起算して２０日以内（当該期限が当該年度の末日を超えるときは、同日ま



で）とし、その提出部数は２部とする。 

（補助金の返還） 

第９条 規則第１９条第１項に該当することとなった場合において、やむを得ない事情がある

と認めるときは、当該補助事業者等の申請により返還の期限を延長し、又は返還の命令の全

部若しくは一部を取り消すことができる。 

２ 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合は、申請の内容を記載した書面に当該補

助事業に係る補助金の目的を達成するため講じた措置、当該補助金の返還を困難とする理由

その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（財産処分の制限） 

第１０条 規則第２３条に規定する財産処分の制限に、取壊し及び廃棄を加える。 

２ 規則第２３条第２号に規定する別に定める財産は、補助事業により取得し、又は効用の増

加した価格が３０万円以上の機械及び器具とする。 

３ 規則第２３条ただし書に規定する期間は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した

財産の処分制限期間（平成２０年厚生労働省告示第３８４号）に定める期間（以下「処分制

限期間」という。）とする。 

（帳簿及び証拠書類の保管） 

第１１条 補助事業者等は、規則第１１条に規定する書類、帳簿等を補助事業の完了の日（補

助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５

年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に

ついては、本文の期間の経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は処分制限期間を経過

する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。 

（併給の禁止） 

第１２条 補助事業者等は、補助事業の対象経費と重複して他の財政的援助を受けることはで

きない。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則（令和５年４月１日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行し、本市がこども家庭庁から令和５年度就学前教  

 育・保育施設整備交付金の内示を受けた日から適用する。 

 （鹿児島市保育所等整備交付金施設整備費補助金交付要綱及び鹿児島市認定こども園施設整 

 備補助金交付要綱の廃止） 

２ 鹿児島市保育所等整備交付金施設整備費補助金交付要綱（平成２８年６月３０日施行）及  

 び鹿児島市認定こども園施設整備補助金交付要綱（平成２９年２月２１日施行）は、廃止す   

 る。 

 （経過措置） 



３ この要綱の施行の日前に改正前の鹿児島市保育所等整備交付金施設整備費補助金交付要綱

及び鹿児島市認定こども園施設整備補助金交付要綱に規定する様式により作成された書類は、

改正後の鹿児島市就学前教育・保育施設整備交付金施設整備費補助金交付要綱に規定する様

式により作成された書類とみなす。 

 

別表（第３条関係） 

補助金の交付対象施設 
補助率 

区分 定義 

保育所 １ 児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所 

２ 平成１０年４月９日付け児発第３０２号厚生省児童家庭局長通

知「保育所分園の設置運営について」に基づき設置する保育所分

園 

３／４ 

認定 

こども園 

１ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」

という。）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園 

２ 認定こども園法第３条第１項に基づく認定を受けたもの又は第

３項の認定を受けたもの及び同条第11 項による公示がなされたも

の 

３ 認定こども園法第３条第１項に基づく認定を受けることができ

るもの又は第３項の認定を受けることができるもの及び同条第１

１項による公示がなされ得るもの 

４ 平成２８年８月８日付け府子本第５５５号・２８文科初第６８

２号・雇児発０８０３第１号内閣府子ども・子育て本部統括官・

文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局

長通知「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設置する

場合の取扱いについて」に基づき設置する幼保連携型認定こども

園分園・保育所型認定こども園分園・幼稚園型認定こども園分園 

小規模保

育事業所 

１ 児童福祉法第６条の３第10 項に規定する事業を行う事業所 

 


